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介
護
保
険
制
度
は
、
市
が
保
険
者
と
し

て
運
営
し
て
い
ま
す
。　

歳
以
上
の
す
べ

４０

て
の
市
民
の
方
が
被
保
険
者（
加
入
者
）と

な
っ
て
保
険
料
を
納
め
、
介
護
が
必
要
と

認
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
費
用
の
一
部（
原

則
と
し
て
１
割
）を
支
払
え
ば
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
る
、
支
え
合
い
の
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
平
成　

年
に
開
始
さ
れ
ま

１２

し
た
が
、
５
年
間
の
運
営
状
況
を
ふ
ま

え
、
今
後
の
高
齢
者
人
口
の
増
加
な
ど
に

対
応
す
る
た
め
の
大
幅
な
改
正
が
行
わ

れ
、
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
我
が
家
で
暮

ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
上
手

に
介
護
保
険
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
人

６５
口
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
要
介
護
（
要

支
援
）
認
定
者
が
第
１
号
被
保
険
者
の
増

加
を
上
回
る
伸
び
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
要
介
護
認
定
率
（
第
１
号
被
保

険
者
に
対
す
る
割
合
）
は　

・
６
％
で
県

１２

平
均
を
越
え
て
お
り
、
県
内
で
も
高
い
位

置
に
あ
り
ま
す
。
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要

介

護

５

要

介

護

４

要

介

護

３

要

介

護

２

新予防給付
要
支
援
２

（
旧
要
介
護
１

か
ら
細
分
化
）

要
支
援
１
（
旧
要
支
援
）

要
介
護
１

介 護 給 付

�問い合わせ先
　本庁介護高齢課　�（５２）１１１１
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要
支
援
、
要
介
護
１
〜
５
だ
っ
た
区
分

が
、
要
支
援
１
・
２
、
要
介
護
１
〜
５
に

な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
要
介
護
１
に
相
当
す
る
場

合
は
、
認
知
症
や
疾
病
、
外
傷
の
程
度
な

ど
心
身
の
状
態
に
よ
っ
て
、
要
支
援
２
か

要
介
護
１
に
認
定
さ
れ
ま
す
。
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○
す
で
に
要
介
護
認
定
を
受
け
て

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方

は
、
現
在
の
要
介
護
認
定
を
更
新

す
る
際
に
、
新
し
い
制
度
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

新
し
い
制
度
で
要
支
援
１
・
２

の
認
定
を
受
け
た
方
は
、
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
と
な
り
ま

す
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
相
談
し

て
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。



広報　常陸大宮　　　　平成１８年４月号９

〜
制
度
の
安
定
し
た
運
営
の
た
め
に
〜
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在
宅
で
介
護
を
受
け
る
方
と
の

費
用
の
公
平
性
を
図
り
ま
す
。

○
介
護
保
険
施
設
（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
等
）に
入
所（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
含
む
）
し
て
い
る

方
の
居
住
費
用
や
食
費
を
自
己

負
担
に
（
所
得
の
低
い
方
へ
の
軽

減
措
置
有
）

○
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）、

通
所
リ
ハ
ビ
リ
を
利
用
す
る
方

の
食
費
を
自
己
負
担
に

施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
へ
の
給

付
を
見
直
し
ま
し
た

��
　

で
き
る
限
り
健
康
で
活
動
的
な

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
水
中
運
動
教
室
や
転
倒
骨
折

予
防
教
室
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
導

入
し
ま
す
。

介
護
予
防
事
業
が
始
ま
り
ま
す

　

第
１
号
保
険
料
（　

歳
以
上
）

６５

を
、
よ
り
低
所
得
者
に
配
慮
し
た

設
定
に
し
ま
す
。

保
険
料
設
定
が
変
わ
り
ま
す
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介護予防事業

　要支援・要介護ではないが心身に
不安のある方を対象に、簡単な学習
や筋カトレーニングなどの事業を行
います。

主な事業

������

　プールでの水中歩行などを行
い、筋力を向上させます。（３カ
月コース）

利用料　３カ月で３，０００円

�������（生きがいと健康づくり）
　軽い運動やレクリエーション・
創作活動を行います。
（５月から翌年２月まで、月３回）
利用料　毎回５００円（昼食代）

��������

　つまずきやふらつき予防の運動
を習得します。（年６回連続）
利用料　無料

介護予防サービス（新予防給付）

　「本人ができることはできる限り
本人が行う」ことを基本に、自立し
た生活を継続できるよう、介護が必
要な状態にならないためのサービス
を実施します。

主なサービス

������（介護予防デイサービス）
　デイサービスセンターなどに
通って、運動することで筋力を向
上させたり、アドバイスを受けて
栄養状態の改善を図り、生活機能
を向上させます。

������（介護予防ホームヘルプ）
　自宅での生活の中でヘルパーの
助けを借りながら、本人ができる
ことは本人が行います。

��������

　自立を助けるための用具（手す
りやつえなど）を貸し出します。

利用料
　利用料のうち、通所介護、訪問介
護は月単位の定額制です。

介護サービス（介護給付）

　在宅や施設での介護サービスを行
います。

主なサービス

訪問介護（ホームヘルプ）
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護（デイサービス）
通所リハビリテーション
短期入所生活介護（ショートステイ）
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護（有料老
人ホームなど）
福祉用具貸与
福祉用具販売
住宅改修
利用料
　利用料は日数・回数・時間単位で
支払います。（用具の貸与・販売、住
宅改修を除く）
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こ
れ
ま
で
は
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
か

ら
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
心

身
状
態
を
維
持
・
改
善
し
、
介
護
が
必
要

な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
「
介
護

予
防
」
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

 

軽
度
の
要
介
護
状
態
に
な
る
原
因

下
半
身
の
筋
力
の
衰
え

栄
養
状
態
の
悪
化

閉
じ
こ
も
り

初
期
の
認
知
症
・
う
つ

　

こ
う
い
っ
た
原
因
で
軽
度
の
要
介
護
状

態
に
な
っ
た
方
の
多
く
は
、
生
活
の
中
で

あ
ま
り
活
勤
し
な
い
た
め
に
心
身
が
悪
化

す
る
状
態
（
老
年
症
候
群
）
で
あ
り
、
こ

の
ま
ま
だ
と
生
活
す
る
た
め
の
機
機
能
が

徐
々
に
低
下
し
て
い
き
ま
す
。

陥
り
が
ち
な
考
え
方

　

要
介
護
状
態
が
軽
度
の
方
へ
の
介
護

で
は
、「
何
で
も
し
て
あ
げ
る
こ
と
」
や

「
過
度
の
安
静
」
が
良
い
介
護
、
と
い
う

考
え
方
に
陥
り
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
考
え
で
は
か
え
っ
て
本
人
の

能
力
が
発
揮
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

例・
車
い
す
を
不
適
切
に
使
用
し
た
た
め

次
第
に
歩
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

・
家
事
を
代
行
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
続
け
る
こ
と
で
、
家
事
を
す
る
能

力
が
次
第
に
低
下
し
、
や
が
て
自
分

で
は
何
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
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　保険料は、１８～２０年度の３年間に見込まれるサービス費用をも
とに算定します。
　保険料は、次のように３月の市議会定例会で決定されました。
　６５歳以上の方（第１号被保険者）の保険料を、所得の低い方に
配慮して７段階とします。
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　歳入のうち、介護保険料は５０％で、６５歳
以上の方の負担は、全体の１９％で、４０歳か
ら６４歳の第２号被保険者の方の負担は３１％
です。残りは税金で支えられています。

第３期介護保険料

所得段階区分　７段階（基準額　第４段階）
保険料
（月額）

円
保険
料率

生活保護の受給者、または世帯全員が市
民税非課税で老齢福祉年金の受給者

第１段階０．２５９００

世帯全員が市民税非課税で、本人の合計
所得金と年金収入の合計が８０万円以下

第２段階０．５０１，８００

世帯全員が市民税非課税で、第１段階・
第２段階以外

第３段階０．７５２，７００

本人が市民税非課税（世帯の誰かが市民
税課税）

第４段階１．００３，６００

本人が市民税課税で、合計所得金額２００
万円未満

第５段階１．２５４，５００

本人が市民税課税で、合計所得金額２００
万円以上５００万円未満

第６段階１．５０５，４００

本人が市民税課税で，合計所得金額５００
万円以上

第７段階１．７５６，３００

こ
れ
か
ら
の
考
え
方

　

軽
度
の
要
介
護
状
態
の
方

や
そ
れ
以
前
の
軽
い
段
階
の

方
が
、
心
身
の
状
態
を
維

持
・
改
善
し
、
よ
り
重
度
の

要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

に
合
っ
た
介
護
予
防
の
た
め

の
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
ま

す
。

例・
足
元
が
お
ぼ
つ
か
な
い
方

が
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
参
加

し
、
１
人
で
外
出
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
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